
○三条市命綱固定アンカー設置補助金交付要綱

令和３年６月29日

告示第240号

（趣旨）

第１条 この要綱は、住宅等の雪下ろし時の転落事故を未然に防ぐことを目的として、住宅

等の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事に要する経費に対し、予算の範囲内におい

て三条市命綱固定アンカー設置補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、

三条市補助金等交付規則（平成17年三条市規則第41号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。

(1) 附属建物 車庫、物置その他住宅に附属した建物をいう。

(2) 住宅等 住宅及び附属建物をいう。

(3) 屋根等 屋根、外壁、破風その他これらに準ずると市長が認めるものをいう。

(4) 命綱固定アンカー 命綱の一端を固定するために、住宅等の屋根等に堅固に固定さ

れた金具その他これに類する設備のことをいう。

(5) 克雪住宅 屋根雪を人力で下ろす必要のない住宅（地下水の開放利用を伴うものを

除く。）をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、市内に住所を有

する者とする。

（補助対象住宅等）

第４条 補助金の交付の対象となる住宅等（以下「補助対象住宅等」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する住宅及び当該住宅の附属建物とする。

(1) 市内に所在していること。

(2) 補助対象者が自ら居住し、又は所有していること。

(3) 一戸建て住宅（店舗、事務所等の住宅以外の用途を兼ねる住宅にあっては、延べ面

積の２分の１以上が住宅の用に供されているものに限る。）であること。

２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる住宅等は、交付の対象としない。

(1) 克雪住宅その他屋根の雪下ろしの安全対策の措置が講じられている住宅等



(2) 過去にこの要綱又は他の補助制度により命綱固定アンカーの設置に係る補助金の交

付を受けたことがある住宅等

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象住

宅等の屋根等に命綱固定アンカーを設置する工事（市内に事業所、支店又は営業所を有す

る法人又は個人事業者が施工するものに限る。）に要する費用とする。

（補助金の額）

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額とし、１棟当たり10万円を

上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端

数は切り捨てるものとする。

（交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象経費に

係る工事に着手する前に、三条市命綱固定アンカー設置補助金交付申請書（様式第１号）

に補助対象経費に係る見積書の写しその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出

しなければならない。

（決定通知）

第８条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速や

かに補助金を交付するかどうかを決定し、交付すべき場合にあっては三条市命綱固定アン

カー設置補助金交付決定通知書（様式第２号）により、交付しない場合にあっては三条市

命綱固定アンカー設置補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知しな

ければならない。

（交付申請の変更）

第９条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、

交付申請の内容を変更しようとするときは、三条市命綱固定アンカー設置補助金補助事業

変更申請書（様式第４号）により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認

めたときは、三条市命綱固定アンカー設置補助金交付決定変更通知書（様式第５号）によ

り補助事業者に通知するものとする。

（補助事業の中止）



第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定後に命綱固定アンカーの設置を中止するときは、

三条市命綱固定アンカー設置補助金補助事業中止届（様式第６号）を市長に提出しなけれ

ばならない。

（実績報告）

第11条 補助事業者は、命綱固定アンカーの設置が完了したときは、三条市命綱固定アンカ

ー設置補助金実績報告書（様式第７号）に、次の書類を添えて、速やかに市長に提出しな

ければならない。

(1) 補助対象経費に係る領収書の写し

(2) 工事着手前及び工事完了後の命綱固定アンカーの設置箇所の写真

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（確定通知）

第12条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を

確定し、三条市命綱固定アンカー設置補助金確定通知書（様式第８号）により当該補助事

業者に通知しなければならない。

（代理受領）

第13条 補助事業者は、補助対象経費に係る工事を施工した者（以下「工事事業者」という。）

に、補助金の請求及び受領を委任することができる。

２ 前項の規定により工事事業者に補助金の請求及び受領を委任しようとする補助事業者

は、第11条の規定による実績報告までに、三条市命綱固定アンカー設置補助金代理受領届

出書（様式第９号）により、市長に届け出なければならない。

３ 第１項の規定による委任を受けた工事事業者（以下「代理受領者」という。）は、補助

事業者に対し補助対象経費に係る請求をするときは、当該委任を受けた補助金の額を差し

引いて請求しなければならない。

４ 代理受領者は、市長の定める日までに三条市命綱固定アンカー設置補助金代理受領請求

書（様式第10号）を市長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

（その他）

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。


